
江
戸
時
代
の
墓
誌

群
馬
大
学
教
育
学
部
教
授

石

田

肇

一

墓
誌
と
い
う
と
、
日
本
で
は
一
般
に
は
、
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
人
々
の
戒
名
・
俗

名
・
生
没
年
・
行
年
な
ど
を
刻
し
、
墓
域
に
建
て
ら
れ
た
誌
石
を
さ
す
が
、
中
国

で
は
被
葬
者
の
経
歴
な
ど
を
刻
し
た
誌
石
が
墓
中
に
置
か
れ
る
の
が
通
例
で
あ

る
。
小
稿
で
は
墓
中
に
副
葬
さ
れ
た
い
わ
ば
中
国
的
な
そ
れ
ら
を
対
象
と
す
る
。

中
国
で
も
墓
誌
の
起
源
あ
る
い
は
定
義
に
関
し
て
は
諸
説

註
一
）

あ
り
、
日
本
の
場
合
も

墓
誌
を
厳
密
に
定
義
す
る
と
な
る
と
な
か
な
か
難
し
く
、
近
世
ま
で
の
墓
誌
あ
る

い
は
墓
誌
的
な
も
の
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
報
告

例
が
少
な
い
現
段
階
で
は
厳
密
な
定
義
は
出
来
か
ね
る
状
況
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

で
小
稿
で
は
墓
中
の
墓
誌
ま
た
は
墓
誌
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
墓
誌
的
な
文
章
が

刻
さ
れ
た
り
、
書
か
れ
た
り
し
た
も
の
を
網
羅
的
に
墓
誌
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し

た
い
。

日
本
の
墓
誌
と
い
え
ば
古
代
の
そ
れ
ら
が
主
な
研
究
対
象
で
あ
り
、
中
世
や
近

世
の
も
の
に
関
し
て
は
個
別
の
例
は
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
管
見
の
限
り
で
は
全

般
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
墓
誌
の
文
章
は
儒
学
者
の
文
集

に
散
見
さ
れ

註
二
）

る
が
、
墓
誌
そ
の
も
の
は
発
掘
あ
る
い
は
改
葬
の
折
な
ど
に
見
い
だ

さ
れ
た
り
、
地
表
に
た
ま
た
ま
現
れ
た
り
し
て
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
、

積
極
的
に
調
査
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
対
象
で
あ
る
。
ま
た
近
世
の
そ
れ
ら
に

は
史
料
的
な
価
値
は
少
な
い
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
近
世
の
墓
誌
へ
の
関
心
が

少
な
い
の
も
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
因
み
に
『
国
史
大
事
典
』（
平
成
三
年

吉
川
弘
文
館
）
の
墓
誌
の
項
目
は
古
代
の
そ
れ
を
詳
述
す
る
に
と
ど
ま
り
、
近
世

の
そ
れ
ら
へ
の
言
及
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
大
脇

潔
「
墓
誌
」（『
日
本
歴
史
考
古
学
を
学
ぶ
』
一
九
八
六
年

有
斐
閣
）
は
各
時
代

の
墓
誌
を
あ
げ
、
中
世
に
関
し
て
は
二
四
例
を
、
近
世
に
関
し
て
は
十
九
例
を
あ

げ
て
詳
し
い
が
、
十
九
例
の
内
の
十
二
例
は
後
述
の
東
京
都
港
区
増
上
寺
の
徳
川

家
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
七
例
を
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に
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な
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
筆
者
の
不
勉
強
故
、
典
拠
文
献
が
未
詳
で
あ
り
、
小
稿
で

は
こ
こ
に
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に

註
三
）

す
る
。
ま
た
近
刊
の
坂
詰
秀
一
編
『
仏
教

考
古
学
事
典
』（
二
〇
〇
三
年

雄
山
閣
）に
し
て
も
、
近
世
の
も
の
に
は
わ
ず
か

に
言
及
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
江
戸
遺
跡
研
究
会
編
『
墓
と
埋
葬
と
江

戸
時
代
』（
二
〇
〇
四
年

吉
川
弘
文
館
）の
刊
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
近
世
の
墓

や
墓
制
に
関
心
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
墓
誌
へ
の
関
心
も
た
か
ま
る

と
推
測
さ
れ
よ
う
。
尚
、
沖
縄
の
墓
誌
に
関
し
て
は
性
格
が
異
な
る
故
、
小
稿
で

は
取
り
あ
げ
な
い
こ
と
に

註
四
）

す
る
。

と
こ
ろ
で
後
述
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
墓
誌
に
は
「
憐
れ
み
て
云
々
」
な
ど

と
い
う
よ
う
な
定
型
的
な
文
章
を
刻
し
た
蓋
石
を
伴
う
例
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
蓋
石
に
つ
い
て
の
固
定
し
た
名
称
は
な
い
よ
う
で
、
表
現
の
仕
方
に
困
惑

す
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
墓
誌
へ
の
関
心
の
薄
さ
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
「
明
治
時
代
の
墓
誌
」（『
澄
懐
堂
美
術
館
研
究
紀
要

澄
懐
』
第
一
号

二
〇
〇
〇
年

以
下
、
別
稿
）
で
、
明
治
時
代
の
墓
誌
に
つ
い
て
皇
族
関
係
、
一

般
の
も
の
の
両
者
を
わ
ず
か
な
例
で
は
あ
る
が
取
り
あ
げ
て

註
五
）

み
た
。
筆
者
は
考
古

学
を
研
究
す
る
立
場
で
は
な
い
が
、
小
稿
で
は
別
稿
を
ふ
ま
え
て
江
戸
時
代
の
墓

誌
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
に
あ
げ
る
例
は
教
示
を
受
け
た
り
、
筆

者
が
気
付
い
た
例
に
す
ぎ
ず
、
時
間
を
か
け
て
諸
文
献
に
あ
た
れ
ば
具
体
例
は
か

な
り
増
え
る
は
ず
で
あ
る
が
、
今
そ
の
よ
う
な
時
間
は
な
く
、
わ
ず
か
な
例
で
は

あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
こ
と
を
提
起
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
の
で
、

以
下
、
散
漫
な
記
述
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

本
節
で
は
筆
者
の
知
り
得
た
江
戸
時
代
の
墓
誌
を
Ａ
徳
川
家
関
係
、
Ｂ
水
戸
関

係
、
Ｃ
大
名
関
係
、
Ｄ
武
家
関
係
、
Ｅ
儒
家
・
医
家
・
文
人
関
係
、
Ｆ
文
集
所
収

の
も
の
、
Ｇ
そ
の
他
、
と
い
う
順
に
紹
介
し
て
ゆ
く
。
筆
者
は
以
下
に
あ
げ
る
墓

誌
を
全
て
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
も

多
く
、
こ
の
点
、
不
備
の
あ
る
点
は
否
め
な
い
。
以
下
は
わ
ず
か
な
例
を
あ
げ
る

に
す
ぎ
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
墓
誌
を
考
え
る
上
で
の
基
礎
作
業
に
は
な
る
で
あ

ろ
う
。
誌
文
を
録
文
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
基
本
的
に
は

石 田 肇

１

鈴
木
長
頼

墓
誌

宝
永
二
年一七〇五）

陶
製
骨
臓

器
の
銅
蓋

（
表
裏
）

旗
本
・
作
事
奉
行

千
葉
県
市
川
市

亀
井
院
墓
地

２

新
井
白
石

墓
誌

享
保
十
年一七二五）

石
室
蓋
石

（
二
枚
）

旗
本
・
儒
学
者

東
京
都
円
照
寺

墓
地
？

３

井
坂
町
墓

誌

文
化
四
年一八〇七）

石
製
方
形

井
坂
広
正
妻

大
阪
市
南
区
大

念
寺
墓
地

４

井
坂
広
正

墓
誌

文
政
二
年一八一九）

石
製
方
形

和
泉
屋
当
主

大
阪
市
南
区
大

念
寺
墓
地

５

有
馬
徳
純

墓
誌

天
保
八
年一八三七）

石
室
蓋
石

越
前
丸
岡
藩
六
代

藩
主

東
京
都
台
東
区

寛
永
寺
墓
地

６

佐
伯
昌
明

墓
誌

天
保
九
年一八三八）

砥
石
製
長

方
形

旗
本

蔵
人
所
衆

徒
・
画
人
（
岸
駒
）

東
京
都
本
禅
寺

墓
地
？

７

有
馬
温
純

後
室
墓
誌

嘉
永
五
年一八五二）

石
室
蓋
石

越
前
丸
岡
藩
七
代

藩
主
後
室

東
京
都
台
東
区

寛
永
寺
墓
地
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省
略
す
る
。
関
係
文
献
を
参
照
願
い
た
い
。
形
制
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く
紹
介
す

る
こ
と
と
し
、
法
量
は
縦
×
横
×
厚
さ
で
単
位
は
㎝
で
あ
る
。
ま
た
写
真
を
十
三

枚
示
す
こ
と
に
す
る
。

Ａ

徳
川
家
関
係

徳
川
家
に
関
し
て
は
、
増
上
寺
徳
川
将
軍
墓
出
土
墓
誌
、
水
戸
徳
川
家
に
関
わ

る
墓
誌
、
そ
し
て
紀
州
徳
川
家
、
つ
い
で
御
三
卿
の
ひ
と
つ
清
水
家
に
関
わ
る
墓

誌
が
問
題
と
な
り
、
水
戸
に
関
し
て
は
水
戸
学
と
の
関
わ
り
か
ら
水
戸
関
係
者
の

墓
誌
も
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
の
Ｂ
で
取
り
あ
げ
る
。

○
増
上
寺
徳
川
将
軍
墓
（
東
京
都
港
区
芝
）

一
九
五
八
年
か
ら
六
〇
年
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
改
葬
時
に
多
く
の
墓
誌
が

出
土
し
、
江
戸
の
時
代
の
墓
制
研
究
の
画
期
と
な
っ
た
発
掘
で
あ
り
、
鈴
木
・
矢

島
・
山
辺
『
増
上
寺

徳
川
将
軍
墓
と
そ
の
遺
品
・
遺
体
』（
一
九
六
七
年

東
京

大
学
出
版
会
）
に
詳
し
い
。
以
下
に
十
二
の
墓
誌
を
あ
げ
る
。

・
徳
川
綱
重
（
一
六
四
四
〜
七
八
）
墓
誌

石
室
蓋
石
（
二
〇
〇
×
一
〇
四
×
二
五
）
二
枚
の
内
側
に
生
没
年
・
官
位
な

ど
を
刻
す
。

・
第
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
（
一
六
六
三
〜
一
七
一
二
）
墓
誌

銅
棺
の
蓋
裏
（
一
五
一
×
一
五
一
）
に
生
没
年
・
官
位
な
ど
を
刻
す
。
大
学

頭
林
信
篤
の
書
丹
。

・
第
七
代
将
軍
徳
川
家
継
（
一
七
〇
九
〜
一
六
）
墓
誌

石
室
蓋
石
（
二
枚
で
二
〇
〇
×
二
〇
〇
）
の
内
側
に
生
没
年
・
官
位
な
ど
を

刻
す
。
大
学
頭
林
信
篤
の
書
丹
。

・
第
九
代
将
軍
徳
川
家
重
（
一
七
一
一
〜
六
一
）
墓
誌

石
室
蓋
石
二
枚
の
内
側
に
生
没
年
・
官
位
な
ど
を
刻
す
。
大
学
頭
林
信
言
の

書
丹
。

・
第
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
（
一
七
九
三
〜
一
八
五
三
）
墓
誌

石
室
蓋
石
七
枚
（
各
二
七
〇
×
四
四
×
三
三
）
の
内
の
中
央
五
枚
内
側
に
生

没
年
・
官
位
な
ど
を
刻
す
。
大
学
頭
林
健
の
書
丹
。

・
第
十
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
（
一
八
四
六
〜
六
六
）
墓
誌

石
室
蓋
石
七
枚
（
全
体
で
二
六
六
×
二
六
六
）
の
内
の
中
央
五
枚
の
内
側
に

生
没
年
・
官
位
な
ど
を
刻
す
。
大
学
頭
林
昇
書
丹
。

・
天
親
院
任
子
（
一
八
二
三
〜
一
八
四
八
）
墓
誌

石
室
蓋
石
七
枚
の
内
の
中
央
三
枚
の
内
側
に
生
没
年
・
官
位
な
ど
を
刻
す
。

大
学
頭
林
健
の
書
丹
。

・
清
寛
院
宮
親
子
内
親
王
（
一
八
四
六
〜
七
七
）
墓
誌

石
室
の
上
に
同
じ
大
き
さ
（
六
尺
九
寸
×
二
尺
一
寸
）
の
石
が
二
枚
重
ね
て

置
か
れ
て
お
り
、
下
の
石
の
上
側
に
生
没
年
・
官
位
な
ど
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

他
の
墓
誌
と
は
異
な
る
形
制
で
あ
る
。

・
天
英
院

子
（
一
六
六
八
〜
一
七
四
一
）
墓
誌

石
室
蓋
石
四
枚
（
各
一
八
〇
×
三
六
×
二
四
）
に
生
没
年
・
官
位
な
ど
を
刻

す
。

・
広
大
院
寔
子
（
一
七
七
三
〜
一
八
四
四
）
墓
誌

石
室
蓋
石
七
枚
（
全
体
で
三
〇
〇
×
二
九
一
、
五

幅
の
大
き
さ
は
少
し
く

異
な
る
）
の
内
の
中
央
五
枚
に
生
没
年
・
官
位
な
ど
を
刻
す
。
大
学
頭
林
皇光

江戸時代の墓誌
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の
書
丹
。

・
玉
樹
院
竹
千
代
（
一
八
一
三
〜
一
四
）
墓
誌

石
室
蓋
石
二
枚
（
各
一
八
一
×
九
一
×
二
七
）
の
内
側
に
生
没
年
な
ど
を
刻

す
。
大
学
頭
林
衡
の
書
丹
。

・

玉
院
嘉
千
代
（
一
八
一
九
〜
二
〇
）
墓
誌

石
室
蓋
石
の
内
側
に
生
没
年
な
ど
を
刻
す
。
規
模
は
玉
樹
院
と
同
じ
。
大
学

頭
林
衡
の
書
丹
。

こ
れ
ら
十
二
の
墓
誌
の
う
ち
、
十
が
石
室
蓋
石
で
、
ひ
と
つ
が
銅
棺
の
蓋
裏
で

あ
り
、
と
も
に
棺
に
向
か
っ
て
誌
文
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
清
寛
院
つ
ま

り
皇
女
和
宮
の
み
は
異
な
っ
て
お
り
、ほ
ゞ
同
時
期
に
亡
く
な
っ
た
敬
仁
親
王（
一

八
七
七
〜
七
八
）
の
石
製
墓
誌
（
一
八
四
×
四
九
）
と
似
て
い
る
。
こ
の
形
制
は

皇
族
の
墓
誌
の
形
制
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
別
稿
参
照
。

○
水
戸
徳
川
家

御
三
家
の
ひ
と
つ
で
あ
る
水
戸
徳
川
家
の
墓
地
は
茨
城
県
常
陸
太
田
市
の
瑞
龍

山
に
あ
り
、
徳
川
光
國
（
一
六
二
八
〜
一
七
〇
〇
）
が
朱
舜
水
（
一
六
〇
〇
〜
八

二
）
や
東
皐
心
越
（
一
六
三
九
〜
九
五
）
を
招
い
た
こ
と
、
水
戸
学
が
朱
子
学
を

中
心
に
国
学
や
神
道
を
ふ
ま
え
て
発
展
し
た
結
果
、
瑞
龍
山
の
水
戸
徳
川
家
の
墓

中
に
は
墓
誌
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
墓
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
徳
川

光
圀
の
墓
誌
が
文
献
で
知
ら
れ
る
。

・
徳
川
光
圀
墓
誌

墓
誌
の
文
章
は
『
事
実
文
編
』
二
五
で
は
「
源
義
公
墓
誌
」
と
し
て
お
り
、

水
戸
徳
川
家
関
係
の
碑
誌
文
を
集
め
た『
瑞
龍
碑
誌
纂
』（
無
窮
会
神
習
文
庫

蔵
、
彰
考
館
本
の
写
本
）
や
『
瑞
龍
碑
誌
纂
鈔
』（
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
）
で

は
「
故
権
中
納
言
従
三
位
水
戸
侯
源
義
公
墓
誌
」
と
し
て
い
る
。
水
戸
関
係

の
葬
制
に
関
し
て
は
近
藤
啓
吾『
儒
葬
と
神
葬
』（
平
成
二
年

国
書
刊
行
会
）

に
詳
し
く
、
同
書
に
附
載
さ
れ
た
「
源
義
公
葬
儀
日
録
」
に
は
「
次
ニ
御
誌

石
ヲ
下
ス
。
地
面
ヨ
リ
四
五
尺
下
ヘ
入
ベ
シ
。（
土
ハ
此
前
ヨ
リ
段
々
可
入
）

土
ヲ
カ
ク
ル
コ
ト
手
間
取
候
ハ
ヾ
、
誌
石
ハ
梅
野
友
衛
門
ヘ
渡
シ
ヲ
キ
四
五

尺
下
ヘ
埋
ベ
シ
」
と
墓
誌
を
副
葬
す
る
状
況
を
記
し
、
墓
誌
の
文
章
も
記
さ

れ
て
い
る
。
尚
、
光
圀
自
撰
の
「
梅
里
先
生
墓
誌
（
銘
）」（『
常
山
文
集
』
巻

二
〇
）
が
あ
る
。

『
瑞
龍
碑
誌
纂
』に
は
水
戸
光
圀
の
撰
文
に
関
わ
る
碑
誌
を
は
じ
め
、
多
く
の
碑

誌
が
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
同
一
人
物
に
墓
碑
と
墓
誌
の
両
者

が
あ
る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
光
圀
の
子
の
綱
條
（
一
六
五
六
〜
一
七
一
八
）

に
は
「
故
権
中
納
言
従
三
位
水
戸
源
粛
公
之
墓
碑
」
と
「
故
権
中
納
言
従
三
位
水

戸
源
粛
公
之
墓
誌
」
の
両
者
が
録
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
『
事
実
文
編
』
二
八
に

も
録
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
綱
條
の
墓
を
確
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
墓

誌
が
墓
中
に
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
後
述
の
よ
う
に
水
戸
に
は
墓
誌

を
副
葬
す
る
伝
統
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

○
紀
伊
徳
川
家

紀
伊
徳
川
家
の
菩
提
寺
は
和
歌
山
県
海
草
郡
下
津
町
上
の
長
保
寺
で
あ
る
。
初

代
・
二
代
・
三
代
・
四
代
・
六
代
の
墓
石
に
は
被
葬
者
に
関
わ
る
文
字
が
全
く
刻

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
異
例
な
形
制
を
し
て
い
る
。
一
方
、
江
戸
で
の
菩
提
寺
で

あ
る
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
の
仙
寿
院
の
墓
域
は
改
葬
さ
れ
て
い
る
が
、
川
越
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逸
行『
掘
り
出
さ
れ
た
江
戸
時
代
』（
増
補
改
訂
版

昭
和
五
〇
年

雄
山
閣
出
版
）

に
よ
る
と
、
改
葬
時
に
次
の
墓
誌
が
出
土
し
た
と
い
う
。

・
桂
香
院
墓
誌

桂
香
院
（
一
七
二
六
〜
一
八
〇
〇
）
の
名
は
久
姫
、
第
六
代
宗
直
の
娘
。
墓

誌
は
銅
版
で
二
六
×
四
一
×
〇
、
六
。
写
真
お
よ
び
録
文
は
前
掲
川
越
書
に

見
え
る
。

さ
て
、
架
蔵
〔
図
Ⅰ
〕
の
拓
本
は
江
戸
時
代
の
も
の
で
は
な
い
が
、
宗
秩
寮
総

裁
で
あ
っ
た
徳
川
頼
倫
（
一
八
七
二
〜
一
九
二
五
）
の
墓
誌
で
、
拓
本
に
よ
る
と

大
き
さ
は
七
六
×
三
六
ほ
ど
で
あ
り
、銅
版
に
誌
文
が
刻
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

頼
倫
は
紀
伊
徳
川
家
第
十
四
第
茂
承
の
嗣
子
で
、
長
保
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
銅
版

と
思
し
い
ゆ
え
、
こ
れ
は
墓
中
に
副
葬
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に

見
る
と
紀
伊
徳
川
家
の
墓
に
は
墓
誌
が
副
葬
さ
れ
る
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
、
初
代
か
ら
四
代
そ
し
て
六
代
の
墓
石
に
文
字
が
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
異
例

な
形
制
を
し
て
い
る
以
上
、
あ
る
い
は
墓
中
に
墓
誌
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

○
清
水
家

御
三
卿
の
ひ
と
つ
に
清
水
家
が
あ
り
、
東
京
都
台
東
区
上
野
の
寛
永
寺
凌
雲
院

に
墓
が
あ
っ
た
。

・
第
五
代
斉
彊
次
女
鈎
姫
墓
誌

鈎
姫
（
一
八
四
三
〜
四
四
）
の
石
製
墓
誌
三
枚
の
内
二
枚
（
八
七
×
三
一
×

一
五
、
九
〇
×
三
〇
×
一
七
）
が
第
七
号
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
他
の

墓
址
で
も
石

の
蓋
石
裏
に
は
墓
誌
が
刻
さ
れ
い
た
可
能
性
が
高
い
、
と
い

わ
れ
る
。『
上
野
忍
ヶ
岡
遺
跡
国
立
西
洋
美
術
館
地
点
』（
一
九
九
六
年

国

立
西
洋
美
術
館
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
委
員
会
）
に
詳
し
い
報
告
が
あ
る
。

ま
た
古
泉
弘
「
大
名
家
墓
の
構
造
」（『
図
説

江
戸
考
古
学
研
究
事
典
』
二

〇
〇
一
年

柏
書
房
）
参
照
。

Ｂ

水
戸
関
係

先
述
の
よ
う
に
、
水
戸
に
は
墓
誌
を
副
葬
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
水
戸
の
関
係
者
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

・
東
皐
心
越
墓
誌

東
皐
心
越
の
墓
は
彼
が
開
山
で
あ
る
水
戸
市
八
幡
町
の
祇
園
寺
に
あ
る
。
静

嘉
堂
文
庫
蔵
の
『
小
宮
山
楓
軒
叢
書
』
に
『
心
越
事
実
』
が
あ
り
、
こ
れ
に

は
「
大
明
浙
省
杭
州
府
東
皐
心
越
大
禅
師
墓
誌
」
な
る
一
文
が
あ
る
。
心
越

の
墓
中
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
朱
舜
水
の
墓
に
も
墓
誌
が
副
葬
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

の
だ
が
、
筆
者
は
確
証
を
得
て
は
い
な
い
。
次
に
高
橋
広
復
の
墓
誌
を
紹
介
す
る
。

・
高
橋
広
復
墓
誌
銘

高
橋
広
復
（
一
七
九
六
〜
一
八
三
二
）
は
彰
考
館
総
裁
で
あ
っ
た
高
橋
広
備

の
子
で
あ
る
。
架
蔵
〔
図
Ⅱ
〕
の
拓
本

豪
助
高
橋
君
墓
誌
銘

に
よ
る
と

水
戸
の
「
常
磐
之
原
」
つ
ま
り
現
在
の
常
磐
共
有
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。
拓
本

か
ら
す
る
と
墓
誌
の
大
き
さ
は
三
七
×
三
五
で
、
石
か
銅
版
か
は
判
断
し
が

た
い
。〔
図
Ⅱ
〕か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
撰
文
は
会
沢
正
志
斎（
一
七
八
一
〜
一

八
六
三
）
で
あ
る
。
会
沢
に
は
『
会
沢
正
志
斎
文
稿
』（
平
成
一
四
年

国
書

刊
行
会
）
が
あ
る
が
、
こ
の
墓
誌
銘
は
録
文
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
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意
味
で
史
料
的
価
値
が
あ
る
。

『
会
沢
正
志
斎
文
稿
』巻
三
は
計
五
十
七
首
の
碑
誌
の
文
章
か
ら
な
り
、こ
の
内
、

墓
誌
あ
る
い
は
墓
誌
銘
は
二
十
五
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
蒲
生
君
平
の
「
脩

静

蒲
生
先
生
墓
誌
」
は
後
に
取
り
あ
げ
る
が
、「
亡
児
中
次
郎
墓

記
」
は
会
沢

の
夭
折
し
た
子
供
の

記
で
、「
父
安
揮
涕
書
」と
あ
り
、

記
と
す
る
の
だ
か
ら

墓
中
に
副
葬
し
た
可
能
性
が
高
い
。
丹
太
一
郎
（
一
七
二
四
〜
九
六
）
に
関
わ
っ

て
「
丹
太
一
郎
壙
記
」
と
「
一
郎
兵
衛
丹
君
墓
表
」
の
両
者
が
あ
り
、
前
者
は
壙

記
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
墓
中
に
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。「
石
河
婦
人
伴
氏
墓

誌
」
に
は
「
以
与
余
善
、
請
銘
其
壙
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
墓
中
の
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
会
沢
の
文
集
中
に
は
墓
中
に
副
葬
さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
墓
誌
の
文

章
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
水
戸
に
は
墓
誌
を
副
葬
す
る
伝
統
が
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
掉
尾
を
飾
る
も
の
が
、
既
に
（
註
五
）
に
あ
げ
た
最
後
の

水
戸
学
者
と
い
わ
れ
る
清
水
正
健
の
墓
誌
で
あ
る
。
こ
の
墓
誌
は
儒
葬
の
形
式
に

従
っ
て
地
中
深
く
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

Ｃ

大
名
関
係

大
名
は
国
許
と
江
戸
に
菩
提
寺
を
も
ち
、
明
治
維
新
後
、
関
東
大
震
災
や
華
族

制
度
の
廃
止
な
ど
、
様
々
な
要
因
に
よ
り
大
名
墓
は
改
葬
、
縮
小
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
そ
の
折
に
墓
誌
が
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
江
戸
の
大
名
墓
に
関
し
て

は
秋
本
茂
陽
『
江
戸
大
名
墓
総
覧
』（
平
成
一
四
年

金
融
界
社

以
下
『
総
覧
』）

が
詳
し
い
。
以
下
、
寺
名
を
あ
げ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

・
興
禅
寺
（
東
京
都
港
区
白
金
）

米
沢
新
田
上
杉
家
の
三
代
勝
定
（
一
七
六
九
〜
一
八
二
一
）、
四
代
勝
義
（
一

七
九
二
〜
一
八
五
八
）
の
墓
の
台
石
の
上
に
そ
れ
ぞ
れ
石
製
の
墓
誌
が
置
か

れ
て
い
る
。
誌
文
は
『
総
覧
』
に
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
略
歴
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

大
き
さ
は
前
者
が
六
七
×
三
〇
、
五
×
一
五
、
三
で
、
後
者
が
五
五
×
二
七
、

五
×
一
二
の
長
方
形
で
あ
る
。〔
図
Ⅲ
〕
参
照
。

・
済
海
寺
（
東
京
都
港
区
三
田
）

長
岡
藩
主
牧
野
家
の
墓
地
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
七
年
に
長
岡
市
栖
吉
町
の

普
済
寺
に
改
葬
さ
れ
た
。
こ
の
折
、
八
つ
の
墓
か
ら
石
室
蓋
石
の
墓
誌
が
八
、

十
二
の
墓
か
ら
短
冊
形
銅
版
の
墓
誌
が
見
い
だ
さ
れ
た
。『
港
区
三
田
済
海
寺

長
岡
藩
主
牧
野
家
墓
所
発
掘
調
査
報
告
書
』（
一
九
八
六
年

東
京
都
港
区
教

育
委
員
会
）
に
詳
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
長
方
形
の
蓋
石
は
四
・
五
枚
か
ら
な

り
、
そ
れ
ら
の
内
の
一
枚
の
内
側
に
誌
文
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
将
軍
家

の
蓋
石
と
同
様
で
あ
る
。
誌
文
の
内
容
は
ご
く
簡
単
で
、
ほ
と
ん
ど
が
「
越

後
國
長
岡
城
主
／
牧
野
某

」
で
あ
る
。
銅
版
墓
誌
の
一
番
古
い
も
の
は
享

保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三
六
前
後
×
九
前
後
×
〇
、
四
前

後
で
あ
り
、
第
十
七
号
墓
の
墓
誌
は
三
枚
の
銅
版
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
形
制

で
あ
る
。
被
葬
者
の
名
前
と
生
没
年
月
日
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
古
代

の
短
冊
形
の
墓
誌
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。〔
図
Ⅳ
〕は
第
十
七
号
墓
の

第
十
代
牧
野
忠
雅
（
一
八
五
八
没
）
の
墓
誌
で
あ
る
。

・
常
林
寺
（
東
京
都
港
区
三
田
）

出
羽
新
庄
藩
主
戸
沢
家
の
墓
の
改
葬
の
折
に
、
十
代
戸
沢
正
令
（
一
八
一
三

〜
四
三
）
の
墓
か
ら
石
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
た
。
写
真
は
河
越
『
掘
り
出
さ

れ
た
江
戸
時
代
』
に
見
え
る
。
長
方
形
の
小
型
の
も
の
で
、
名
前
と
生
没
年
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月
日
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

・
東
禅
寺
（
東
京
都
港
区
高
輪
）

生
坂
池
田
家
の
墓
地
が
平
成
四
年
に
改
葬
さ
れ
た
折
に
池
田
政
弼
（
一
七
四

四
〜
七
六
）
の
石
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
た
。
一
五
〇
×
三
〇
×
一
〇
の
大
き

さ
で
名
前
と
生
没
年
月
日
が
刻
さ
れ
て
い
た
が
廃
棄
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

『
総
覧
』
に
写
真
と
誌
文
が
見
え
る
。
お
そ
ら
く
石
室
の
蓋
石
で
あ
ろ
う
。

・
梅
窓
院
（
東
京
都
港
区
南
青
山
）

美
濃
郡
上
藩
青
山
家
の
墓
地
が
昭
和
六
〇
年
に
改
葬
合
祀
さ
れ
た
折
に
、
六

代
幸
完
、
七
代
幸
孝
、
九
代
幸
礼
、
十
代
幸
哉
、
十
二
代
幸
宜
男
幸
正
の
石

製
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
た
。
七
代
と
十
代
は
そ
れ
ぞ
れ
二
枚
か
ら
な
り
、〔
図

Ⅴ
〕
の
よ
う
に
計
七
枚
が
墓
地
の
入
口
に
置
か
れ
て
い
る
。
写
真
と
誌
文
は

『
総
覧
』
に
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
五
〇
前
後
×
三
七
前
後
で
あ
る
が
、
厚

さ
は
二
五
前
後
の
も
の
と
三
七
前
後
の
も
の
に
分
か
れ
る
。
名
前
と
血
縁
関

係
、
生
没
年
月
日
が
詳
し
く
刻
さ
れ
て
い
る
。
石
の
形
状
か
ら
し
て
、
こ
れ

ら
は
石
室
の
蓋
石
で
あ
ろ
う
。

・
妙
高
寺
（
東
京
都
世
田
谷
区
北
烏
山
）

台
東
区
浅
草
の
今
戸
に
あ
っ
た
が
、
現
在
地
に
移
転
し
て
い
る
。
浜
松
藩
水

野
越
前
守
息
女
阿
信
姫
の
墓
か
ら
改
葬
中
に
銅
版
の
墓
誌
が
出
土
し
た
よ
う

で
、
中
山
狐
村
「
日
本
墓
制
史
之
研
究
」
下
の
四
（『
墓
蹟
』
第
八
輯

昭
和

二
年
）
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

・
善
性
寺
（
東
京
都
荒
川
区
東
日
暮
里
）

昭
和
三
五
年
、
石
見
濱
田
藩
松
平
家
の
墓
所
が
区
画
整
理
の
た
め
に
改
葬
合

祀
さ
れ
た
折
に
石
製
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
、
現
在
、「
松
平
家
諸
霊
之
墓
」と

い
う
合
祀
記
念
碑
の
周
り
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
凸
・

凹
状
の
二
枚
を
対
に
し
て
合
わ
せ
る
形
式
の
も
の
が
あ
る
。
八
枚
が
墓
誌
で

蓋
三
枚
が
後
掲
の
よ
う
な
「
憐
れ
み
て
云
々
」
と
刻
さ
れ
た
も
の
で
、
墓
誌

に
は
凸
状
の
も
の
が
多
く
、
後
者
は
凹
状
で
あ
り
、
凸
凹
状
の
二
枚
が
組
み

合
わ
さ
れ
、
楔
状
の
金
属
で
留
め
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
形
式
は
後
掲
の
大
久
寺
な
ど
に
も
見
え
る
。
お
そ
ら
く
は
現
在
並
べ
ら
れ

て
い
る
も
の
よ
り
も
多
く
の
墓
誌
が
出
土
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
岩
坪
充
雄

氏
、
坂
詰
秀
一
氏
教
示
。
坂
詰
「
江
戸
の
考
古
学
事
始
め
」（『
八
百
八
町
の

考
古
学
』
一
九
九
四
年

山
川
出
版
社
、
坂
詰
『
歴
史
と
宗
教
の
考
古
学
』

に
再
録

二
〇
〇
〇
年

吉
川
弘
文
館
）、『
総
覧
』
に
言
及
あ
り
。
釈
文
は

紹
介
さ
れ
て
い
ず
、
発
掘
時
の
詳
し
い
調
査
報
告
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
参
考
の
た
め
に
〔
図
Ⅵ
〕
と
〔
図
Ⅶ
〕
つ
ま
り
栄
智
院
（
一
八
〇
八
〜
五

〇
）
の
墓
誌
蓋
と
墓
誌
の
釈
文
お
よ
び
計
測
値
を
示
し
て
お
く
。

墓
誌
蓋
（
七
五
×
五
七
、
三
×
一
五
）

栄
智
院
夫
人
松
平
氏
墓
／
此
下
に
棺
阿
り
／
あ
王
れ
み
て
ほ
る
事
／
奈

可
れ

墓
誌
（
七
五
×
五
八
×
一
五
、
七
）

夫
人
松
平
氏
諱
久
濱
田
城
主
斎
厚
君
之
長
／
女
也
生
母
関
口
氏
文
化
五

年
戊
辰
十
月
二
／
日
生
於
旧
封
館
林
城
中
既
而
斎
厚
君
年
比
／
耆
未
有

嗣
子

恭
廟
以
其
先
也
世
種
族
之
／
故

特
恩
降
与
一
公
子
乃
立
為
世

子
称
上
／
総
介
斎
良
以
女
配
之
即
夫
人
也
後
及
世
子
／
没
夫
人
更
称
栄
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智
院
嘉
永
三
年
庚
戌
／
十
月
十
二
日
病
卒
江
戸
邸
中
年
四
十
三
葬
／
大

城
北
谷
中
善
性
寺

・
大
久
寺
（
東
京
都
北
区
田
端
）

伊
勢
亀
山
藩
石
川
家
九
代
総
博
の
墓
か
ら
出
土
し
た
凸
・
凹
二
枚
組
の
墓
誌

と
墓
誌
蓋
が
あ
り
、
凹
状
の
蓋
に
は
「
こ
の
し
た
に
は
か
あ
り
あ
わ
れ
み
て

ほ
る
こ
と
な
か
れ
」（
筆
者
未
見
、
変
体
仮
名
で
刻
さ
れ
て
い
る
）
と
あ
る
。

坂
詰
秀
一
氏
教
示
。『
総
覧
』、『
北
区
の
歴
史
散
歩
』（
一
九
九
三
年

出
版

社
名
）
に
言
及
あ
り
。『
北
区
の
歴
史
』（
昭
和
五
四
年

名
著
出
版
社
）
に

写
真
あ
り
。

・
広
徳
寺
（
東
京
都
練
馬
区
桜
台
）

広
徳
寺
は
「
び
っ
く
り
下
谷
の
広
徳
寺
」
と
い
わ
れ
た
大
名
墓
の
多
い
寺
で
、

昭
和
二
年
、
下
谷
か
ら
現
在
地
に
移
転
し
た
。
福
富
以
清『
広
徳
寺
誌
』（
昭

和
三
一
年

広
徳
会
）
に
よ
る
と
、
銅
版
の
墓
誌
は
棺
の
上
に
、
石
の
合
せ

蓋
の
場
合
は
唐
戸
の
上
に
置
い
て
あ
り
、
石
の
蓋
に
は
「
○
○
夫
人
の
墓
な

り
、後
人
憐
ん
で
あ
ば
く
事
な
か
れ
」と
刻
し
て
あ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ

た
と
い
う
。
合
わ
せ
蓋
と
は
善
性
寺
の
凸
・
凹
状
の
対
の
も
の
を
さ
す
の
で

あ
ろ
う
。『
総
覧
』に
よ
る
と
、
移
転
の
際
、
石
塔
な
ど
が
建
設
中
の
上
野
の

松
坂
屋
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
土
台
石
に
使
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
岩
坪
充

雄
氏
か
ら
、〔
図
Ⅷ
〕の
よ
う
に
野
積
み
に
さ
れ
た
石
の
中
に
墓
誌
が
あ
る
と

教
示
さ
れ
た
。『
総
覧
』
は
柳
川
立
花
家
の
九
代
鑑
賢
（
一
七
八
九
〜
一
八
三

〇
）
の
石
製
墓
誌
（
九
三
×
四
七
×
一
六
）
の
釈
文
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ

は
〔
図
Ⅷ
〕
の
右
端
の
も
の
で
あ
る
。〔
図
Ⅷ
〕
の
な
か
に
は
少
な
く
と
も
四

つ
の
石
製
の
墓
誌
が
確
認
さ
れ
、
ひ
と
つ
は
〔
図
Ⅸ
〕
の
高
鍋
秋
月
家
の
秋

月
種
備
（
一
七
九
三
没
）
の
凹
状
の
墓
誌
で
、
お
そ
ら
く
「
憐
れ
ん
で
云
々
」

の
凹
状
の
蓋
石
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
会
津
松
平
家
の
八
代
容
敬
の
第

六
女
宝
鏡
院
殿
（
一
八
六
一
没
）
の
墓
誌
も
六
四
×
六
四
×
二
一
の
正
方
形

で
凸
状
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
れ
も
「
憐
ん
で
云
々
」
の
凹
状
の
蓋
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
野
積
み
の
石
を
整
理

調
査
す
れ
ば
よ
り
多
く
の
墓
誌
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

・
十
輪
寺
（
大
阪
府
岸
和
田
市
野
田
町
）

十
輪
寺
の
岸
和
田
藩
主
岡
部
家
第
七
代
岡
部
長
著
（
一
七
一
一
〜
五
六
）
の

墓
が
道
路
整
備
の
た
め
、
昭
和
四
五
年
に
土
生
町
の
泉
光
寺
に
移
転
改
葬
の

折
、
銅
版
墓
誌
二
枚
が
発
掘
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
正
方
形
で
あ
る
。
五
輪
塔
の
地

と
水
の
間
か
ら
銅
箱
が
で
て
、
そ
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
。『
岡
部
長
著
と
十

輪
寺
』（『
岸
和
田
市
史
研
究
紀
要
』
第
一
号

昭
和
四
五
年

岸
和
田
市
）

に
写
真
と
釈
文
が
見
え
る
。

以
上
、
大
名
家
関
係
を
見
て
き
た
。
石
室
の
蓋
石
あ
り
、
銅
版
の
短
冊
形
あ
り
、

銅
版
あ
り
、
長
方
形
の
石
の
も
の
あ
り
、
凸
・
凹
状
の
対
も
の
あ
り
、
様
々
で
あ

る
。
墓
誌
に
関
わ
る
大
名
家
へ
の
規
定
が
あ
っ
た
の
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
大
名

家
の
格
や
被
葬
者
の
立
場
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ｄ

武
家
関
係

武
家
と
い
う
概
念
に
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
名
家
以
外
の
武
家
に
関
わ

る
例
を
あ
げ
る
。

・
宗
清
寺
遺
跡
（
東
京
都
港
区
三
田
）
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宗
清
寺
は
大
正
二
年
頃
、
中
野
区
へ
移
転
し
た
が
、
昭
和
六
一
年
、
同
寺
の

墓
地
に
あ
た
る
部
分
か
ら
川
越
藩
士
島
野
尚
格
範
実
（
一
八
四
四
没
）
と
同

夫
人
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
た
。
前
者
は
甕
棺
蓋
石
墓
誌
で
、
没
年
を
記
し
た

簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
草
体
で
刻
さ
れ
て
い
る
。『
港
区
郷
土
資
料

館
々
報
』
第
五
号
（
昭
和
六
一
年
）
に
釈
文
が
見
え
る
。

・
天
徳
寺
寺
域
第
三
遺
跡
｜
浄
品
院
跡
｜（
東
京
都
港
区
虎
ノ
門
）

平
成
元
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
、
1
号
墓
か
ら
館
林
藩
士
岡
尾
氏

の
長
子
衛
士
（
一
八
〇
〇
〜
二
〇
）
の
墓
誌
が
、
隣
接
し
た
1
号
墓
か
ら
は

館
林
藩
士
岡
尾
庄
六
の
娘
末
（
一
八
二
一
没
）
の
墓
誌
が
出
土
し
た
。
と
も

に
甕
棺
の
な
か
の
楕
円
形
で
木
製
の
落
と
し
蓋
状
の
も
の
で
あ
る
。
高
山
優

「
東
京
都
港
区
内
の
江
戸
時
代
墓
跡
遺
跡
」（〔
江
戸
遺
跡
研
究
会
第
九
回
大

会
『
江
戸
時
代
の
墓
と
葬
制
』
発
表
要
旨

一
九
九
六
年

江
戸
遺
跡
研
究

会
）
参
照
。〔
図
Ⅹ
〕
は
こ
の
要
旨
集
に
よ
る
が
、
誌
文
は
墨
書
さ
れ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

・
東
叡
山
寛
永
寺
護
国
院
墓
地
跡
（
東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
）

一
九
八
六
年
に
行
わ
れ
た
調
査
で
、
文
献
調
査
も
ふ
ま
え
て
お
り
、
こ
の
点

で
注
目
さ
れ
る
調
査
で
あ
る
。
Ｃ
区
第
61
号
墓
か
ら
は
山
形
藩
の
矢
貝
氏
に

関
わ
る
石
製
の
墓
誌
が
二
点
、「
矢
貝
牛
三
郎
高
忠
」
と
あ
る
墓
誌
（
八
九
、

二
×
二
八
×
三
、
二
）、
矢
貝
牛
三
郎
高
悠
娘
（
一
八
四
二
没
）
の
墓
誌
（
四

二
、
二
×
二
四
、
六
×
五
、
二
）
が
出
土
し
た
。
同
第
63
号
墓
か
ら
は
藤
原

景
濤
末
女
（
一
八
二
八
没
五
三
歳
）
の
墓
誌
（
九
一
×
二
九
×
四
、
二
）
が

出
土
し
た
。
と
も
に
簡
単
な
内
容
で
あ
る
。
Ｂ
Ⅱ
区
第
11
｜
３
号
墓
か
ら
は

石
製
の「
五
代
官
医
佐
藤
祐
仙
法
眼
天
信
之
墓
」（
八
七
、
四
×
二
九
、
八
×

四
、
八
）
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
を
墓
誌
と
す
る
こ
と
に
は
一
考
を
要
す

る
が
、
も
と
も
と
墓
中
に
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
墓
誌
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。『
東
叡
山
寛
永
寺
護
国
院
Ⅰ
』『
同
Ⅱ
』（
一
九
九
〇
年

都
立

学
校
遺
跡
調
査
会
）
に
詳
し
い
報
告
が
あ
り
、
惟
村
忠
志
「
東
叡
山
寛
永
寺

護
国
院
墓
地
跡
の
調
査
と
成
果
」（
江
戸
遺
跡
研
究
会『
墓
と
埋
葬
と
江
戸
時

代
』
二
〇
〇
四
年

吉
川
弘
文
館
）
等
の
関
連
論
文
が
あ
る
。

・
池
之
端
七
軒
町
遺
跡
（
東
京
都
台
東
区
池
之
端
）

平
成
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
調
査
で
都
築
家
に
関
わ
る
甕
棺
蓋
石
墓
誌

都
築
家
六
代
十
左
衛
門
妻

一
八
六
二
没
）、
石
蓋
墓
誌
（
都
築
十
左
衛
門

成
基

一
八
六
五
没
）、
木
蓋
墓
誌
（
都
築
成
基
）
と
、
喜
連
川
家
富
田
弥
太

右
衛
門
に
関
わ
る
銅
札
な
ど
が
発
掘
さ
れ
た
。
小
俣
悟
「
池
之
端
七
軒
町
遺

跡
｜
近
世
寺
院
跡
の
調
査
｜
」（
前
掲
『
江
戸
時
代
の
墓
と
葬
制
』）
に
詳
し

い
が
、
計
測
値
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
都
築
家
は
与
力
で
八
丁
堀
に
居

住
し
て
い
た
と
い
う
。

・
一
行
院
（
東
京
都
新
宿
区
南
元
町
）

昭
和
三
七
年
の
改
修
工
事
の
折
、
二
枚
の
石
製
墓
誌
が
出
土
し
、
現
在
は
境

内
の
仏
舎
利
塔
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
紀
州
藩
士
湯
川
甚
兵
衛
忠

直
（
一
八
二
七
没
）
の
も
の
で
、
一
一
〇
×
四
二
、
ひ
と
つ
は
紀
州
藩
士
湯

川
祐
之
（
一
八
二
九
没
）
の
も
の
で
、
一
〇
〇
×
三
〇
。『
新
宿
区
の
指
定
・

登
録
文
化
財
』（
平
成
六
年

新
宿
区
教
育
委
員
会
）
参
照
。

・
建
部
左
衛
門
尉
墓
誌
（
岩
手
県
一
関
市
大
町

建
部
正
一
氏
蔵
）
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建
部
左
衛
門
尉
（
一
七
四
八
没
）
の
銅
版
墓
誌
あ
り
。
加
藤
諄
氏
教
示
。

・
宝
成
寺
（
千
葉
県
船
橋
市
西
船
）

成
瀬
氏
の
石
製
凹
状
墓
誌
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
検
索
。
岩
坪

充
雄
氏
教
示
。

・
海
禅
寺
服
部
家
墓
所
（
愛
媛
県
今
治
市
山
方
町
）

平
成
九
年
、
海
禅
寺
の
今
治
藩
筆
頭
家
老
服
部
家
の
墓
所
修
復
に
と
も
な
い

花
崗
岩
の
墓
誌
が
発
掘
さ
れ
た
。
平
成
十
三
年
現
在
、
今
治
市
通
町
の
吹
上

城
博
物
館
に
保
存
展
示
さ
れ
て
い
る
。
土
井
光
一
郎
「
服
部
家
墓
所
出
土
品

に
つ
い
て
」（
修
復
時
の
記
念
冊
子

今
治
藩
筆
頭
家
老
服
部
家
墓
所
を
守
る

会
『
服
部
家
を
偲
ぶ
』

平
成
九
年
）
に
よ
る
と
、
二
十
基
の
墓
か
ら
十
六

個
の
墓
誌
が
出
土
し
た
と
記
す
が
、
簡
単
な
記
述
で
あ
り
、
詳
し
い
報
告
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
二
つ
を
紹
介
し
て
お
く
。〔
図

〕

は
展
示
墓
誌
全
体
で
あ
る
。
後
列
に
六
組
、
中
列
に
六
組
、
前
列
に
五
組
あ

る
が
、
前
列
左
奥
の
も
の
は
甕
棺
の
影
で
あ
り
よ
く
は
見
え
な
い
。
対
の
も

の
が
多
く
、
前
列
の
右
か
ら
３
・
４
・
５
番
目
は
各
々
一
枚
で
あ
り
、
３
と

５
は
一
対
と
推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
土
井
の
記
す
十
六
個
と
い
う
の
は
十

五
対
と
ひ
と
つ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
前
列
の
２
・
４
、
中
列
の
10
・
11
は
陰

刻
で
あ
る
が
、
他
は
墨
書
で
あ
る
。〔
図

〕
は
中
列
右
端
の
６
で
、

服
部
逸
軒
正
令
□
／
仕
于
当
国

今
治
侯
／
後
の
人
あ
ハ
れ
ミ
て
／
保

る
古
と
な
か
連

と
あ
る
。
正
令
（
一
七
六
六
没
）
は
服
部
家
の
二
代
目
で
あ
り
、
対
の
石
の

片
方
に
は
な
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
被
葬
者
の
名
と
「
憐
れ
み
て

云
々
」
の
定
型
句
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
４
は
陰
刻
で
あ
り
、

此
下
は
服
部
外
記
正
恕
□
／
墓
那
り
後
能
人
あ
ハ
れ
／
み
て
埋
め
た
万

へ

と
あ
り
、
正
恕
（
一
八
四
四
没
）
は
五
代
目
で
あ
る
。
６
の
大
き
さ
は
ほ
ぼ

三
六
×
二
三
×
九
、
４
の
大
き
は
三
五
×
二
五
×
九
（
右
下
を
欠
損
）
で
あ

り
、
他
も
ほ
ぼ
同
様
の
大
き
さ
で
、
誌
文
も
読
め
な
い
部
分
が
多
い
が
同
様

の
内
容
で
あ
り
、
石
は
か
な
り
荒
削
り
な
作
り
で
あ
る
。
本
質
的
に
は
前
掲

善
性
寺
の
凸
・
凹
で
一
対
の
墓
誌
と
同
じ
で
あ
る
が
、〔
図

〕
で
わ
か
る
よ

う
に
凹
状
の
部
分
に
誌
文
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
誌
文
も
極
め
て
簡
略
で
あ

る
。
土
井
に
よ
る
と
、
文
字
が
あ
る
の
は
上
の
石
で
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、

凸
状
を
下
に
し
て
誌
文
の
あ
る
凹
状
を
か
ぶ
せ
て
甕
棺
あ
る
い
は
石
室
の
上

に
安
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
屋
枚
人
墓
誌
や
紀
吉
継
墓
誌
の
よ
う
な
日
本

古
代
の
墓
誌
を
髣
髴
さ
せ
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
墓
誌
は
他
に
は
な
い
よ
う

で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

・
龍
雲
寺
（
佐
賀
県
佐
賀
市
八
戸
）

多
久
安
輝
の
墓
誌
が
あ
り
、
凹
状
の
石
に
刻
さ
れ
て
い
る
。
四
七
×
三
五
×

一
六
。
お
そ
ら
く
凸
状
の
も
の
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
。

以
上
、
武
家
関
係
を
見
た
。
様
々
な
墓
誌
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
大

名
墓
に
見
ら
れ
る
石
室
の
蓋
石
に
刻
さ
れ
た
も
の
は
な
く
、
大
名
に
比
べ
る
と
簡

素
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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Ｅ

儒
家
・
医
家
・
文
人
関
係

こ
れ
ら
の
墓
誌
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
い
わ
ば
中
国
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
滝

沢
覚
伝
夫
妻
墓
誌
は
日
本
の
古
代
の
墓
誌
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
え
る
。

・
国
史
跡
林
家
墓
地
（
東
京
都
新
宿
区
市
ヶ
谷
山
吹
町
）

林
羅
山
以
下
、
江
戸
幕
府
の
文
教
政
策
を
担
当
し
た
林
家
一
族
の
墓
地
で
あ

る
林
家
墓
地
は
昭
和
五
一
・
二
年
に
調
査
さ
れ
、『
国

史
跡
林
家
墓
地
調
査

報
告
書
』（
昭
和
五
三
年

東
京
都
新
宿
区
教
育
委
員
会
）と
し
て
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
際
、
墳
墓
の
土
留
め
な
ど
か
ら
墓
誌
の
み
の
も
の
三
、
墓

誌
蓋
の
み
の
も
の
二
、
墓
誌
と
墓
誌
蓋
の
対
の
も
の
九
が
発
掘
さ
れ
た
。
墓

石
・
墓
誌
・
墓
誌
蓋
の
あ
る
例
を
四
者
あ
げ
る
と
、
五
世
林
鳳
谷
（
一
七
二

一
〜
七
四
）に
は
墓
石
の
周
囲
に
刻
さ
れ
た
墓
碑
と
凸
状
墓
誌（
三
四
、
八
×

五
二
、
四
×
一
一
）・
凹
状
墓
誌
蓋
（
三
五
、
四
×
五
二
、
四
×
一
三
、
一
）

が
あ
り
、
鳳
谷
の
継
配
貞
恭

人
（
一
七
二
〇
〜
九
一
）
に
は
凸
状
墓
誌
（
三

六
×
四
五
、
六
×
一
一
、
六
）・
凹
状
墓
誌
蓋
（
三
〇
、
六
×
四
五
、
五
×
一

〇
、
八
）
が
あ
り
、
鳳
谷
の
子
の
龍
潭
（
一
七
四
四
〜
七
一
）
に
は
凸
状
墓

誌
（
三
二
、
二
×
四
八
、
五
×
七
、
五
）・
凹
状
墓
誌
蓋
（
三
二
、
七
×
四
八
、

九
×
五
、
五
）
が
あ
る
。
一
方
、
龍
潭
の
配
で
あ
る
安
操

人
（
一
七
四
七

〜
一
八
〇
二
）
の
墓
誌
（
三
〇
、
五
×
七
六
×
八
、
四
）
と
墓
誌
蓋
（
三
〇
、

五
×
七
六
×
八
、
八
）
は
平
面
で
凸
・
凹
状
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
墓
地
に
は
多
く
の
墓
誌
と
墓
誌
蓋
が
埋
も
れ
て
い
る
と

推
測
さ
れ
よ
う
。
尚
、
報
告
書
を
見
る
限
り
で
は
「
憐
れ
み
て
云
々
」
の
誌

文
の
あ
る
墓
誌
蓋
は
な
く
、
墓
誌
蓋
に
は
被
葬
者
の
官
職
と
名
前
が
刻
さ
れ

て
い
る
。
委
細
は
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

・
青
葉
養
浩
墓
誌
（
東
京
都
新
宿
区
若
宮
町
）

平
成
十
三
年
に
発
掘
さ
れ
た
牛
込
城
趾
第
1
号
遺
構
か
ら
、
青
葉
養
浩
（
一

七
四
五
〜
九
五
）
の
凸
・
凹
状
一
対
の
石
製
墓
誌
が
出
土
し
た
。
新
宿
歴
史

博
物
館
保
管
。
青
葉
は
讃
岐
高
松
藩
藩
儒
、
講
道
館
総
裁
。
凹
状
墓
誌
蓋（
重

さ
約
十
三
㎏
）と
凸
状
墓
誌（
約
三
〇
×
約
四
五
×
約
七
、
重
さ
約
十
四
㎏
）。

甕
棺
の
上
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
新
発
見
遺
跡
速
報
展

２
０
０
２

新
宿
の
遺
跡
』（
平
成
十
四
年

新
宿
歴
史
博
物
館
）
参
照
。

・
藤
森
天
山
墓
誌
（
東
京
都
港
区
南
麻
布

曹
渓
寺
）

天
山
（
一
七
九
九
〜
一
八
六
二
）
は
『
海
防
備
論
』
な
ど
で
知
ら
れ
、
安
政

の
大
獄
に
連
座
し
た
。
昭
和
十
一
年
、
曹
渓
寺
の
現
在
地
の
墓
所
へ
移
転
の

折
、
凸
・
凹
状
一
対
の
石
と
銅
版
の
壙
誌
が
出
土
し
た
。
北
川
博
邦
氏
教
示
。

望
月
茂『
藤
森
天
山
』（
昭
和
一
一
年

藤
森
天
山
先
生
顕
彰
会
）に
よ
る
と
、

甕
棺
の
上
に
一
対
の
石
が
あ
り
、甕
棺
の
な
か
に
壙
誌
が
入
っ
て
い
た
模
様
。

拓
本
と
写
真
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
凸
状
に
は
、

是
ハ
藤
森
天
山
／
の
墓
奈
り
／
阿
王
れ
み
て
又
／
う
つ
三
た
ま
へ

と
あ
り
、
凹
状
に
は
文
字
は
な
く
、
凸
状
の
文
字
の
あ
る
部
分
の
拓
本
の
大

き
さ
は
約
二
三
×
約
二
一
、
壙
誌
の
大
き
さ
は
約
四
〇
×
約
二
三
。
壙
誌
の

誌
文
は
前
掲
書
に
見
え
る
。

・
滝
沢
覚
伝
夫
妻
墓
誌
（
東
京
都
文
京
区
小
日
向

深
光
寺
）

滝
沢
馬
琴
（
一
七
六
七
〜
一
八
四
八
）
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）、
深
光
寺

の
滝
沢
家
墓
所
に
、
上
に
地
蔵
尊
を
載
せ
た
「
滝
沢
氏
祖
先
之
墓
」
と
刻
し
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た
墓
を
建
て
、
銅
牌
を
い
れ
た
小
瓶
を
墓
中
に
埋
め
た
。
馬
琴
の
『
吾
仏
乃

記
』
に
は
「
故
の

を
埋
る
こ
と
凡
そ
一
尺
ば
か
り
、
深
さ
三
尺
ば
か
り
に

し
て
、
中
央
に
見
了
院
殿
・
一
蓮
院
殿
の
墓
表
の
銅
牌
を
納
た
る
小
瓶
を
埋

め
し
む
。
其
銅
牌
一
枚
、
竪
七
寸
、
横
二
寸
五
分
厚
壱
分
、
重
百
三
十
四
銭

目
。
其
碑
文
、
表
三
行
、
裏
五
行
、
共
に
百
二
十
六
字
、
左
の
如
し
」
と
あ

り
、
誌
文
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
短
冊
状
の
も
の
で
、
お
そ
ら
く
は
古

代
日
本
の
墓
誌
に
倣
っ
た
墓
誌
と
称
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
学
識
を
示

し
て
い
る
。
柴
田
光
彦
「
滝
沢
家
墳
墓
考
｜
馬
琴
自
筆
『
滝
沢
氏
墓
誌
』
か

ら
現
在
墓
を
見
る
｜
」（『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
第
三
四
号

二
〇
〇

一
年
）
参
照
。

・
鵜
飼
石
斎
墓
誌
（
京
都
市
左
京
区
一
乗
寺
小
谷
町

円
光
寺
）

石
斎
（
一
六
一
五
〜
六
四
）
は
江
戸
に
生
ま
れ
、
攝
津
尼
崎
藩
に
仕
え
、
京

都
で
講
説
し
た
。
平
成
十
三
年
に
改
葬
し
た
折
に
凸
・
凹
状
一
対
の
石
製
墓

誌
が
出
土
し
た
よ
う
で
あ
る
。墓
所
の
石
斎
の
墓
石
の
周
り
に
は
陳
元
贇（
一

五
九
五
〜
一
六
七
一
）
の
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
「
貞
節
先
生
藤
原
鵜

飼
信
之
墓
誌
銘
」
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
墓
石
の
脇
に
【
図

】
の
よ
う
に
墓

誌
二
枚
が
並
べ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
凹
状
（
三
九
×
五
三
×
九
）
の
も
の

に
は
寛
文
四
年
の
長
沢
堅
節
の
墓
誌
誌
文
が
刻
さ
れ
、
凹
状
の
蓋
（
三
九
×

五
三
×
九
）
に
は
中
央
に
「
鵜
飼
石
斎
府
君
墓
誌
」
と
あ
り
、
右
に
「
延
宝

五
年
丁
巳
十
一
月
／
十
二
日
改
葬
円
光
寺
」
と
あ
り
、
左
に
「
後
乃
世
に
山

く
つ
連
墓
や
ふ
れ
／
こ
の
石
あ
ら
八
れ
な
者
あ
王
れ
／
み
て
お
本
ひ
多
ま

へ
」
と
「
憐
れ
み
て
云
々
」
の
定
型
句
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
石
斎
の
墓
は
も

と
は
新
黒
谷
に
あ
っ
た
こ
と
が
墓
誌
銘
や
墓
誌
誌
文
に
み
え
る
が
、
延
宝
五

年
（
一
六
七
七
）
に
円
光
寺
に
改
装
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
憐
れ
み
て

云
々
」
の
定
型
句
が
も
と
も
と
刻
さ
れ
た
い
た
の
か
、
改
葬
時
に
刻
さ
れ
た

の
か
は
不
明
。
大
島
晃
「

先
学
の
風
景
｜
人
と
墓

鵜
飼
石
斎
」「
同
補
遺
」

（『
漢
文
学

解
釈
与
研
究
』
第
四
・
五
輯

平
成
一
四
・
一
五
年
）
参
照
。

・
稲
生
氏
関
係
墓
誌
（
京
都
市
左
京
区
浄
土
寺
真
如

迎
称
寺
）

医
家
・
本
草
家
と
し
て
著
明
な
稲
生
若
水
（
一
六
五
五
〜
一
七
一
五
）
と
そ

の
父
恒
軒
（
一
六
一
〇
〜
八
〇
）、
母
河
瀬
氏
（
一
六
一
九
〜
九
五
）
そ
し
て

若
水
の
長
男
元
二
（
一
七
〇
四
〜
〇
五
）
の
墓
誌
四
枚
が
平
成
四
年
、
迎
称

寺
の
稲
生
家
墓
所
を
改
葬
の
際
に
発
掘
さ
れ
た
。
町
泉
寿
郎
氏
・
岩
坪
充
雄

氏
教
示
。
写
真
は
真
柳
・
杉
立
「
目
で
見
る
漢
方
史
料
館
（
五
三
）

江
戸

本
草
学
の
大
家
稲
生
若
水
の
墓
誌
」（『
漢
方
の
臨
床
』
三
九
巻
七
号

平
成

四
年
）
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
え
る
。
恒
軒
と
河
瀬
氏
の
墓
誌
銘
は
共
に

伊
藤
東
涯
（
一
六
七
〇
〜
一
七
三
六
）
の
『
紹
述
先
生
文
集
』
巻
十
四
に
「
恒

軒
先
生
稲
生
君
墓
誌
銘
」「
稲
生
君
嬪
河
瀬
氏
墓
誌
銘
」と
し
て
見
え
る
。
恒

軒
の
誌
文
に
よ
る
と
、
恒
軒
の
墓
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
三
月
十
日
に

迎
称
寺
へ
改
装
さ
れ
て
お
り
、
河
瀬
氏
の
誌
文
に
よ
る
と
、
元
禄
八
年
一
月

に
亡
く
な
り
迎
称
寺
に
葬
り
翌
年
六
月
に
墓
誌
を
依
頼
さ
れ
た
と
い
う
。
と

す
る
と
、
河
瀬
氏
が
迎
称
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
後
、
恒
軒
も
同
寺
へ
改
装
さ
れ
、

前
者
に
は
「

鍮
勒
詞
貯
以
石
函
、
蔵
諸
幽

」
と
、
後
者
に
は
「

鍮
勒

詞
、
蔵
諸
壙
中
」
と
あ
り
、
墓
中
に
埋
め
た
こ
と
を
記
す
。
事
実
、
ふ
た
つ

の
墓
誌
は
一
緒
に
石
函
に
納
め
ら
れ
、
石
函
は
針
金
状
の
金
属
で
結
わ
え
ら
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れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
時
期
に
撰
文
さ
れ
て
墓
誌
が
作
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。
墓
誌
の
金
属
に
つ
い
て
真
柳
・
杉
立
は
青
銅
と
す
る
。
大
き
さ
は
そ

れ
ぞ
れ
二
五
×
五
〇
で
あ
る
。
若
水
の
墓
誌
に
は
「
稲
若
水
先
生
墓
誌
」
と

あ
り
、
松
岡
玄
達
（
一
七
四
六
没
）
の
撰
文
、
青
銅
で
両
面
に
誌
文
が
刻
さ

れ
て
い
る
。
元
二
は
夭
折
し
、
若
水
は
誌
文
を
「
泣
誌
」
と
記
し
て
い
る
。

真
鍮
で
あ
る
。
若
水
、
元
二
の
墓
誌
も
そ
れ
ぞ
れ
石
函
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、

針
金
状
の
金
属
で
結
わ
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

・
河
波
自
安
墓
誌
（
佐
賀
県
多
久
市
郷
土
資
料
館
寄
託
）

自
安
（
一
三
六
五
〜
一
七
一
九
）
は
多
久
藩
の
東
原
精
舎
初
代
教
授
。
長
方

形
の
石
製
で
、
凸
状
・
凹
状
で
一
対
で
あ
り
、
後
者
の
中
央
に
「
先
家
君
自

安
先
生
墓
誌
」
と
刻
さ
れ
、
前
者
に
誌
文
が
刻
さ
れ
て
い
る
。『
多
久
市
史
』

第
二
巻
（
二
〇
〇
二
年

多
久
市
）
に
写
真
が
見
え
る
。

以
上
、
儒
家
・
医
家
・
文
人
関
係
を
見
て
き
た
。
武
家
に
比
べ
れ
ば
簡
素
な
墓

で
あ
り
、
一
枚
の
石
製
か
、
凸
・
凹
状
の
対
の
も
の
か
金
属
製
の
も
の
で
あ
る
が
、

誌
文
の
内
容
は
か
な
り
詳
し
く
、
い
わ
ば
中
国
の
伝
統
的
な
そ
れ
に
近
い
と
い
え

よ
う
。
官
職
や
生
没
年
の
み
の
も
の
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
滝
沢
覚
伝
夫

妻
の
短
冊
状
の
も
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

Ｆ

文
集
に
み
え
る
も
の

儒
学
者
の
文
集
な
ど
に
は
墓
誌
や
墓
誌
銘
と
い
っ
た
文
章
が
散
見
さ
れ
る
。
そ

れ
ら
が
何
等
か
の
形
で
石
や
金
属
に
刻
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
文
章
と
し

て
書
か
れ
た
だ
け
な
の
か
は
判
断
し
難
い
場
合
が
あ
る
。
実
際
に
刻
さ
れ
た
場
合

で
も
、
先
述
の
よ
う
に
墓
中
に
埋
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
墓
石
の
周

り
な
ど
に
刻
さ
れ
た
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
東
京
都
文
京
区
大
塚

の
大
塚
先
儒
墓
所
に
墓
の
あ
る
古
賀
精
里
（
一
七
五
〇
〜
一
八
一
七
）
に
は
『
事

実
文
編
』
四
十
九
に
神
戸
侯
本
多
忠
升
撰
の
「
古
賀
精
里
先
生
墓
誌
銘
」
が
あ
り
、

「
遺
命
葬
儀
一
遵
儒
葬
、
不
用
浮
屠
法
」
と
あ
っ
て
、
儒
葬
で
あ
る
の
だ
か
ら
墓

誌
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
墓
誌
銘
は
墓
石
の
三
面
に
刻

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
中
に
は
、
誌
文
中
で
墓
中
に
あ
る
旨
を
記
し
た
も
の
も
あ

り
、
既
に
会
沢
正
志
斎
の
例
を
あ
げ
た
し
、
稲
生
恒
軒
、
妻
河
瀬
氏
の
場
合
も
誌

文
中
に
記
さ
れ
、
墓
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
誌
文
中
で
そ
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
例
と
、
同
一
人
物
に
墓
表
の
よ
う
な
碑
文
と
墓
誌
が
あ
り
、
墓
誌
は

其
の
人
物
の
墓
所
に
は
見
え
ず
、
墓
中
に
あ
る
可
能
性
が
あ
る
例
を
あ
げ
る
こ
と

に
す
る
。

ま
ず
誌
文
中
に
、
墓
中
に
あ
る
旨
を
記
し
た
例
で
あ
る
。

・
立
所
先
生
小
河
君
墓
誌

こ
れ
は
前
掲
『
紹
述
先
生
文
集
』
巻
十
四
に
見
え
「

諸
鍮
版
、
以
埋
墓
隧
」

と
あ
る
の
だ
か
ら
、
稲
生
家
と
同
様
に
墓
中
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
立
所（
一

六
四
九
〜
九
六
）
は
京
都
の
儒
者
で
、
誌
文
に
よ
る
と
郊
西
の
上
品
蓮
台
寺

大
慈
院
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。
か
な
り
長
い
文
章
な
の
で
、
鍮
版
の
両
面
に

刻
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

墓
誌
の
存
在
が
推
測
さ
れ
て
も
、そ
れ
を
確
認
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
ゆ
え
、

こ
こ
に
墓
誌
研
究
の
限
界
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
既
に
林
家
墓
地
に
は
か
な
り
の

墓
誌
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
た
。
と
す
れ
ば
大
塚
先
儒

墓
所
の
墓
に
も
同
様
の
例
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
こ
で
一
例
を
あ
げ
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る
。

・
二
洲
尾
藤
先
生
誌

二
洲
（
一
七
四
五
〜
一
八
一
三
）
は
寛
政
の
三
博
士
の
一
人
。
先
儒
墓
所
の

墓
に
は
墓
石
の
裏
面
に
池
孝
暢
撰
の
墓
碑
銘
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
事

実
文
編
』
四
十
八
に
は
逸
名
氏
の
「
二
洲
尾
藤
先
生
誌
」
が
あ
り
、「
誌
其
在

時
所
自
為
也
。
今
不
敢
換
一
字
、
謹
刻
石

諸
幽
室
。
従
其
治
命
也
」
と
あ

る
の
だ
か
ら
、
実
質
的
に
自
撰
の
石
の
墓
誌
を
生
前
の
命
令
に
従
っ
て
墓
中

に
入
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

既
に
Ｂ
水
戸
関
係
の
と
こ
ろ
で
会
沢
正
志
斎
撰
の
蒲
生
君
平
の
墓
誌
に
ふ
れ

た
。
こ
の
場
合
も
墓
中
に
あ
る
と
推
測
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
例
で
あ
る
。

・
蒲
生
君
平
墓
誌
（
東
京
都
台
東
区
谷
中

臨
江
寺
）

君
平
（
一
七
六
八
〜
一
八
一
三
）
は
尊
王
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
墓
石
の

正
面
上
部
に
「
蒲
生
君
蔵
墓
表
」
と
篆
額
が
あ
り
、
四
面
に
藤
田
幽
谷
（
一

七
七
四
〜
一
八
二
六
）
撰
の
墓
表
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
君
平

の
墓
誌
で
あ
る
「
脩
静

蒲
生
先
生
墓
誌
」
が
あ
り
、
正
志
斎
が
撰
文
し
た

墓
誌
の
い
く
つ
か
は
墓
中
に
あ
る
の
で
、
墓
表
が
墓
石
に
刻
さ
れ
て
い
る
以

上
、
墓
誌
が
墓
中
に
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
誌
文
に
は
「
先
生
之
病

革
、
自
撰
脩
静

大
人
碑
銘
謂
。
敬
吾
君
以
礼
、
撫
吾
民
以
徳
、
禦
戎
夷
以

義
。
精
霊
在
天
地
、
俟
其
人
以
授
斯
三
宝
。
友
人
以
其
文
成
倉
卒
、
而
語
或

渉
忌
諱
、
故
議
埋
之
墓
中
。
使
予
記
其
事
」と
微
妙
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

君
平
は
「
静
脩

大
人
碑
銘
」
を
自
撰
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
「
三
宝
之
説
」

を
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
局
の
忌
諱
に
渉
る
の
で
こ
の
「
碑
銘
」
を
墓

中
に
埋
め
、
正
志
斎
に
こ
の
事
実
を
書
か
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
三
宝

之
説
」
に
つ
い
て
は
墓
表
で
も
「
吾
聞
其
臨
終
、
尚
称
天
地
之
正
気
、
且
有

三
宝
之
説
云
、
留
精
霊
於
天
地
之
間
、
将
俟
其
人
而
授
之
。
古
之
所
謂
、
死

而
不
亡
者
其
君
蔵
之
謂
耶
」
と
記
し
て
い
る
が
、
礼
・
徳
・
義
の
三
宝
に
は

言
及
し
て
は
い
な
い
。
は
た
し
て
君
平
の
墓
に
は
「
碑
銘
」
と
墓
誌
は
埋
葬

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｇ

そ
の
他

墓
誌
を
ど
う
定
義
す
る
か
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
を
既
に
記
し
た
が
、
こ
こ

で
は
墓
誌
と
称
し
て
よ
い
か
判
断
に
躊
躇
す
る
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

・
木
百
年
妻
深
井
氏
墓
（
長
野
県
飯
山
市
蓮

木
鋪
家
墓
地
）

木
百
年
つ
ま
り
木
鋪
百
年
（
一
七
六
八
〜
一
八
二
一
）
は
柏
木
如
亭
（
一
七

六
三
〜
一
八
一
九
）
門
人
の
漢
詩
人
で
、
江
戸
の
文
人
た
ち
と
の
交
際
が
深

か
っ
た
。
そ
の
妻
深
井
氏
（
一
七
六
四
〜
一
八
〇
九
）
は
、
百
年
が
江
戸
に

出
て
い
る
折
に
亡
く
な
り
、
た
め
に
百
年
は
大
窪
詩
仏
（
一
七
六
七
〜
一
八

三
七
）
篆
額
、
柏
木
如
亭
撰
文
、
巻
菱
湖
（
一
七
七
七
〜
一
一
八
四
三
）
書

丹
、
中
慶
雲
刻
の
御
影
石
の
碑
刻
を
作
り
、
江
戸
か
ら
馬
で
運
ん
だ
と
い
わ

れ
る
。
当
時
の
錚
々
た
る
文
人
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
墓
石
の
中
に
塡
め
込
ま

れ
て
お
り
、
石
の
観
音
扉
の
中
に
あ
る
。
扉
に
は
右
に
「
木
百
年
妻
」
左
に

「
深
井
氏
墓
」
と
刻
さ
れ
て
お
り
、
篆
額
は
碑
刻
上
部
に
「
木
百
年
妻
深
井

氏
墓
」
と
あ
る
。
非
常
に
珍
し
い
形
制
を
し
て
お
り
、
墓
に
関
わ
る
碑
文
ゆ

え
、
こ
れ
を
墓
碑
と
す
る
か
、
墓
石
中
に
あ
る
ゆ
え
石
室
中
に
あ
る
と
し
て
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墓
誌
と
す
る
か
、
判
断
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
珍
に
し
て
奇
な
る
例
と
し
て

紹
介
し
て
お
く
。
岩
坪
充
雄
氏
教
示
。
岩
坪
氏
の
個
人
誌
『
東
隅
随
筆
』
一

八
八
・
一
八
九
号
（
平
成
一
八
年
）
に
紹
介
と
拓
本
写
真
が
あ
る
。
田
川
幸

生
「
漢
詩
人
・
晩
晴
吟
社
の
木
百
年
に
つ
い
て
」（『
高
井
』
一
三
九
号

平

成
十
四
年
）
参
照
。

三

以
上
、
江
戸
時
代
の
墓
誌
に
つ
い
て
散
漫
な
記
述
を
し
て
き
た
。
小
稿
で
は
墓

中
に
副
葬
さ
れ
た
墓
誌
ま
た
は
墓
誌
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
墓
誌
的
な
文
章
が
刻

さ
れ
た
り
、
書
か
れ
た
り
し
た
も
の
す
べ
て
を
墓
誌
と
し
て
取
り
あ
げ
て
み
た
。

対
象
と
し
た
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
様
々
な
類
型
（
石
室
蓋
石
、
銅

版
、
石
製
、
短
冊
形
銅
版
、
凸
・
凹
状
の
石
製
対
の
も
の
、
甕
棺
蓋
石
、
甕
棺
木

製
蓋
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
お
そ
ら
く
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
墓
誌
の
在
り

方
の
類
型
の
大
半
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
も
と
も
と
中
国
史
畑
の
者
で

あ
る
ゆ
え
、
中
国
の
所
謂
墓
誌
か
ら
す
る
と
、
石
室
蓋
石
な
ど
の
誌
文
を
墓
誌
と

す
る
か
に
つ
い
て
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
ず
、
い
わ
ゆ
る
中
国
的
な
墓
誌
に
目
が
向

い
て
し
ま
う
が
、
墓
誌
の
日
本
的
受
容
、
あ
る
い
は
大
乗
段
に
か
ま
え
て
文
化
変

容
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
様
々
な
類
型
の
墓
誌
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ま
た
漢
字
文
化
圏
の
墓
誌
全
体
と
関
連
づ
け
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

一
方
、
儒
学
者
の
文
集
な
ど
に
墓
誌
あ
る
い
は
墓
誌
銘
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ら
の
中
で
実
際
に
副
葬
さ
れ
た
も
の
が
ど
れ
だ
け
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い

し
、
墓
中
に
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
す
べ
は
な
く
、
こ
の
点
で
墓
誌

研
究
は
隘
路
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
実
際
に
墓
誌
が
出
て
き
て
も
、

公
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
仄
聞
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
墓
地
の
改

葬
や
考
古
学
的
な
発
掘
に
よ
っ
て
既
知
例
は
今
後
増
加
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
既

知
例
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
墓
誌
に
関
わ
る
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
違

い
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
小
稿
を
ふ
ま
え
て
以
下
い
く
つ
か

の
こ
と
を
指
摘
し
て
結
論
と
し
た
い
。

１
）
以
上
の
記
述
と
関
連
す
る
が
、
墓
誌
の
定
義
を
ど
う
す
る
か
。
様
々
な
角

度
か
ら
の
議
論
が
要
請
さ
れ
よ
う
。

２
）
大
名
家
と
一
般
武
家
な
ど
で
は
墓
制
が
異
な
る
印
象
を
う
け
る
。
こ
れ
に

関
わ
る
法
的
規
制
が
あ
っ
た
の
か
否
か
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
古

代
に
あ
っ
て
は
墓
碑
は
喪
葬
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、

（
註
六
）

こ
の
よ
う
な

規
定
は
観
念
の
う
え
で
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

３
）
日
本
古
代
の
墓
誌
は
別
と
し
て
、
中
世
の
墓
誌
は
前
掲
大
脇
が
指
摘
す
る

よ
う
に
ほ
と
ん
ど
が
骨
臓
器
に
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
な
る

と
石
や
金
属
版
に
被
葬
者
の
略
歴
な
ど
を
刻
し
た
い
わ
ば
中
国
的
な
そ
れ
が
増

え
て
く
る
。
中
国
的
な
墓
誌
の
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
既
知
例
の
増
加
を
ま
っ

て
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
憶
測
を
記
せ
ば
、
や
は
り
水
戸
や
江
戸
、
京
都

を
中
心
に
儒
学
者
間
で
の
墓
誌
へ
の
関
心
が
中
国
風
の
墓
誌
の
増
加
を
う
な
が

し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
文
禄
・
慶
長
の
役
で
の
朝
鮮
半
島
経
由
の
中
国
文
化
の

受
容
、
隠
元
（
一
五
九
二
〜
一
六
七
三
）
や
朱
舜
水
、
東
皐
心
越
ら
の
来
日
と

の
関
わ
り
も
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
日
本
に
お
け
る
亀

碑
の
在
り
方
と
も
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関
係
す
る
で
あ
ろ

註
七
）

う
し
、
墓
に
関
わ
る
様
々
な
石
碑
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

４
）
一
方
で
、
江
戸
時
代
後
半
の
金
石
学
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
日
本
古
代

の
墓
誌
へ
目
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
日

本
的
伝
統
へ
の
復
帰
で
あ
る
。
牧
野
家
の
銅
版
墓
誌
の
内
、
一
番
古
い
も
の
は

享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
で
あ
り
、
こ
の
時
期
、
小
野
毛
人
墓
誌
（
一
六
一

三
年
出
土
）
の
存
在
が
ど
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
た
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
滝
沢

馬
琴
が
作
っ
た
墓
誌
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
で
あ
る
か
ら
、
既
に
発
掘
さ

れ
て
い
た
船
王
後
墓
誌
（
一
七
九
四
年
以
前
出
土
）
や
石
川
年
足
墓
誌
（
一
八

二
〇
年
出
土
）
の
よ
う
な
短
冊
形
の
金
属
製
墓
誌
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

５
）

憐
れ
み
て
云
々
」の
定
型
句
の
あ
る
墓
誌
は
多
く
、
こ
れ
に
関
わ
る
固
定

し
た
名
称
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
説
明
に
不
便
で
あ
る
。
き
わ
め
て
日
本
人
的

な
心
情
を
表
す
文
章
で
あ
り
、
よ
い
名
称
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
凸
・

凹
状
の
対
の
墓
誌
の
名
称
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
石
室
蓋
石
墓
誌
の
蓋
石
を
枕
木

状
な
ど
と
記
す
報
告
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
統
一
し
た
名
称
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
は
お
そ
ら
く
は
伝
統
的
な
名
称
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
今
日
で
は
伝

わ
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
名
称
の
固
定
、
統
一
が
望
ま
れ

る
の
で
あ
る
。

註一
）
近
年
の
論
考
と
し
て
は
福
原
啓
郎
「
西
晋
の
墓
誌
の
意
義
」（『
中
国
中
世
の
文
物
』
一

九
九
三
年

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
に
学
説
史
の
詳
し
い
整
理
が
見
ら
れ
る
。

二
）
儒
学
者
の
文
集
に
は
墓
誌
あ
る
い
は
墓
誌
銘
が
散
見
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
刻
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
も
あ
り
、
刻
さ
れ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
墓
中
に
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
墓
石
の
周
り
に
刻
さ
れ
る
例
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
文
章
と
し
て
は
墓
誌
あ
る
い

は
墓
誌
銘
で
あ
る
が
、
形
制
の
う
え
で
は
墓
誌
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

後
述
の
伊
藤
東
涯
『
紹
述
先
生
文
集
』
に
見
ら
れ
る
墓
誌
の
な
か
に
は
、
墓
中
に
収
め
る

旨
の
記
述
が
あ
る
も
の
が
あ
り
、こ
の
墓
誌
が
改
葬
の
折
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

三
）
こ
れ
ら
の
中
で
？
を
つ
け
た
よ
う
に
、
新
井
白
石
の
墓
地
を
円
照
寺
と
す
る
が
、
白
石

の
最
初
の
墓
は
浅
草
の
報
恩
寺
で
あ
り
、
後
に
中
野
区
上
高
田
の
高
徳
寺
に
移
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
佐
伯
昌
明
の
墓
地
を
東
京
都
の
本
然
寺
と
す
る
が
、
こ
れ
は
京
都
市
上
京
区
の

本
然
寺
で
あ
る
。

四
）
沖
縄
の
墓
誌
に
つ
い
て
は
平
敷
令
治
「
沖
縄
の
墓
誌
」（
沖
縄
県
地
域
史
協
議
会
編
『
南

島
の
墓
』
一
九
八
九
年

沖
縄
出
版
）
に
詳
し
い
。

五
）
そ
の
後
知
り
得
た
明
治
以
降
の
墓
誌
の
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
く
。

・
町
田
久
成
墓
誌
。
町
田
（
一
八
三
七
〜
九
七
）
は
初
代
東
京
帝
室
博
物
館
館
長
。
時
枝

務
氏
教
示
。
柴
田
光
彦
編
『
黒
川
文
庫
目
録
』（
平
成
一
三
年

青
裳
堂
書
店
）
参
照
。

墓
は
東
京
都
台
東
区
上
野
桜
木
の
津
梁
院
と
滋
賀
県
大
津
市
円
城
寺
町
の
法
明
院
に
あ

る
。

・
勝
海
舟
墓
誌
。
勝
（
一
八
二
三
〜
九
九
）
は
政
治
家
、
枢
密
顧
問
官
宮
島
詠
士
書
丹
。

青
石
。
墓
は
東
京
都
大
田
区
洗
足
池
畔
。

・
正
岡
子
規
墓
誌
。
正
岡
（
一
八
六
七
〜
一
九
〇
二
）
は
俳
人
。
銅
版
。
大
龍
寺
（
東
京

都
北
区
田
端
）
に
葬
ら
れ
た
が
、
墓
誌
は
盗
ま
れ
た
と
い
う
。『
北
区
の
歴
史
』（
昭
和

五
四
年

名
著
出
版
）
参
照
。

・
黒
川
真
頼
墓
誌
。
黒
川
（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
六
）
は
帝
国
大
学
教
授
。
銅
版
。
前
掲

『
黒
川
文
庫
目
録
』
参
照
。
墓
は
東
京
都
台
東
区
谷
中
の
谷
中
霊
園
。

・
三
島
中
洲
墓
誌
。
三
島
（
一
八
三
〇
〜
一
九
一
九
）
は
二
松
学
舎
創
立
者
、
東
京
帝
国

大
学
教
授
。
二
枚
の
鉄
版
。
他
に
、
中
州
の
末
娘
で
あ
る
藤
子
の
銅
版
墓
誌
一
枚
、
中
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州
の
妻
妹
尾
氏
の
銅
版
墓
誌
一
枚
が
あ
る
。『
三
島
中
洲
の
学
芸
と
そ
の
生
活
』（
平
成

一
一
年

雄
山
閣
出
版
）
参
照
。
墓
は
静
岡
県
御
殿
場
市
の
富
士
霊
園
に
移
転
し
た
。

・
依
仁
親
王
墓
誌
銘
。
依
仁
親
王
（
一
八
六
七
〜
一
九
二
二
）
は
東
伏
見
宮
初
代
。
杉
山

三
郊
書
丹
。『
三
郊
墨
翰
』に
見
え
る
。
伊
藤
隆
夫
氏
教
示
。
墓
は
東
京
都
豊
島
区
豊
島
ヶ

岡
皇
族
墓
地
。

・
徳
川
頼
倫
墓
誌
。
徳
川
（
一
八
七
二
〜
一
九
二
五
）
は
徳
川
慶
頼
第
六
子
。
銅
版
。
墓

は
和
歌
山
県
海
草
郡
の
長
保
寺
。〔
図
Ⅰ
〕
参
照
。

・
加
藤
高
明
墓
誌
。
加
藤（
一
八
六
〇
〜
一
九
二
六
）は
首
相
。
吉
田

竹
書
丹
、
銅
版
。

『
碑
帖
大
観
』大
正
十
五
年
六
月
号
、
同
七
月
号
に
見
え
る
。
柳
澤
智
子
氏
教
示
。
墓
は

東
京
都
港
区
南
青
山
の
青
山
霊
園
。

・
下
村
観
山
墓
誌
。
下
村
（
一
八
七
三
〜
一
九
三
〇
）
は
画
家
。
加
藤
諄
氏
教
示
。
墓
は

東
京
都
台
東
区
谷
中
の
安
立
寺
。

・
関
口
操
墓
誌
。
関
口
隆
正
の
妻
。
大
正
六
年
（
一
九
三
一
）
没
。
関
口
隆
正
『
夢
界
遺

文
』
巻
二
の
「
関
口

人
墓
誌
」
に
「
葬
于
静
岡
臨
済
寺
考

墓
側
。
隆
正
乃
撰
墓
誌
、

令

諸
石
函
上
」
と
あ
る
。

・
清
水
正
健
墓
誌
。
清
水
（
一
八
五
六
〜
一
九
三
四
）
は
最
後
の
水
戸
学
者
と
い
わ
れ
る
。

拙
稿
「
清
水
正
健
に
か
か
わ
る
二
・
三
の
新
資
料
と
著
作
一
覧
」（
無
窮
会
『
東
洋
文
化
』

復
刊
九
一
号

平
成
一
五
年
）
参
照
。
墓
は
茨
城
県
水
戸
市
谷
田
町
の
宝
蔵
寺
。

・
宮
島
詠
士
墓
誌
。
宮
島
（
一
八
六
七
〜
一
九
四
三
）
は
書
家
、
善
隣
書
院
院
長
。
松
平

康
国
撰
・
宮
島
貞
亮
書
丹
の

故
善
隣
書
院
長
宮
島
君
墓
誌

拓
本
が
宮
島
家
に
伝
わ

る
。
杉
村
邦
彦
・
寺
尾
敏
江
編
「
資
料
紹
介

宮
島
詠
士
清
国
留
学
書
簡
（
１
）」（『
京

都
教
育
大
学
紀
要
Ａ
』
人
文
・
社
会
九
一
号

一
九
九
七
年
）
に
見
え
る
。
墓
は
東
京

都
港
区
南
青
山
の
青
山
霊
園
。

・
貞
明
皇
后
墓
誌
（
陵
誌
）。
高
松
宮
書
丹
。

・
香
淳
皇
后
墓
誌
（
陵
誌
）。
常
陸
宮
書
丹
。

六
）
大
橋
一
章
「
古
代
墓
誌
の
研
究
」（『
史
学
雑
誌
』
第
八
三
編
第
八
号

昭
和
四
九
年
）

参
照
。

七
）
平

隆
郎
『
亀
の
碑
と
正
統
』（
二
〇
〇
四
年

白
帝
社
）、
拙
稿
「
津
和
野
神
社
の
亀

井
茲
矩
の
亀

碑

撫
霊
社
之
碑

を
め
ぐ
っ
て
」（『
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要

人

文
・
社
会
科
学
編
』
第
五
五
号

二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

〔
付
記
〕

小
稿
は
平
成
十
六
・
十
七
・
十
八
年
度
の
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
教
示
を
賜
っ
た
各
位
に
感
謝
し
た
い
。

（
丙
戌
九
月
六
日
稿
）

〔
補
記
〕

小
稿
投
稿
後
、
中
国
の
墓
誌
の
研
究
史
に
関
し
て
板
井
昭
彦
「
中
国
墓
誌
源
流

考
」（『
書
叢
』
二
〇
号
）
が
発
表
さ
れ
、
ま
た
八
尾
隆
生
「
碑
文
に
見
る
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
黎
朝
初
期
の
政
権
抗
争
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
九
一
号
）
に
「
箱
碑
文
」
と
い

う
形
態
の
墓
誌
が
報
告
さ
れ
た
。
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〔図 〕 徳川頼倫墓誌拓本

〔図 〕 興然寺の墓誌

〔図 〕 高橋広復墓誌銘拓本
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〔図 〕 秋月種備墓誌 〔図 〕 牧野家銅版墓誌

〔
図

〕

梅
窓
院
の
墓
誌
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〔図 〕 栄智院墓誌 〔図 〕 栄智院墓誌蓋

〔
図

〕

広
徳
寺
の
野
積
み
の
石
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〔図 〕 岡尾衛士墓誌

〔図 〕 服部正令墓誌

〔図 〕 服部家墓誌

〔図 〕 鵜飼石斎墓誌
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